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28
年
４
月
よ
り
交
通
費
は
支
給
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
後
改
善
さ
れ
た
か
。

最
低
賃
金
改
正
で
時
給
が
上
昇
し
た

総
務
課
長

　

最
低
賃
金
が
毎
年
改
定
に
な
っ
て

お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
を

下
回
ら
な
い
よ
う
に
賃
金
の
ア
ッ
プ

を
し
て
い
る
。

非
正
規
職
員
数
の
実
態
は
ど
う

か
過
去
５
年
間
の
推
移
を
示
せ

稲
留
議
員

　

本
町
に
お
い
て
非
正
規
職
員
数
と

正
規
職
員
数
の
過
去
５
年
間
の
推
移

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

非
正
規
職
員
は
年
次
毎
に
減

少
傾
向
に
あ
る

町
長

非
正
規
職
員
の
最
低
賃
金
の

過
去
５
年
間
の
推
移
を
示
せ

稲
留
議
員

　

毎
年
最
低
賃
金
が
改
正
さ
れ
る
中

で
過
去
５
年
間
の
賃
金
推
移
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

最
低
賃
金
に
上
乗
せ
し
て
支

給
し
て
い
る

町
長

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
実
施

は
ど
う
進
め
ら
れ
て
い
る
か

稲
留
議
員

　

２
０
２
０
年
度
４
月
か
ら
会
計
年

度
任
用
職
員
制
度
が
実
施
さ
れ
る
が
、

処
遇
改
善
に
向
け
て
の
第
一
歩
で
あ
る
。

本
町
で
は
ど
う
進
め
ら
れ
て
い
る
か
。

各
課
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
９
月

か
ら
始
め
る
予
定
で
あ
る

総
務
課
長

　

会
計
年
度
職
員
制
度
の
場
合
は
、

フ
ル
タ
イ
ム
は
期
末
手
当
を
支
給
す

る
こ
と
が
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
非

正
規
職
員
が
携
わ
る
業
務
な
の
か
、

ま
た
、
定
年
延
長
や
再
任
用
制
度
な

ど
任
用
数
を
含
め
た
調
整
も
必
要
で

あ
り
、
各
課
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
９
月

か
ら
始
め
る
予
定
で
あ
る
。

手
当・年
次
休
暇
な
ど
は
ど
う
な
る
か

稲
留
議
員

　

正
規
職
員
と
同
様
の
支
給
対
象
で

あ
る
が
、
各
種
手
当
や
年
次
休
暇
な

ど
は
ど
う
な
る
か
。

休
暇
に
関
し
て
は
、
有
給
・

無
給
の
も
の
が
あ
る

総
務
課
長

　
一
般
的
な
時
間
外
手
当
、
休
日
勤
務

手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
フ

ル
タ
イ
ム
職
員
限
定
の
退
職
手
当
で
あ

る
。
休
暇
に
関
し
て
は
年
次
有
給
休

暇
、
産
前
産
後
休
業
、
育
児
時
間
休
暇
、

介
護
休
暇
で
あ
る
。
忌
引
き
休
暇
な

ど
は
、
有
給
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。

職
員
採
用
時
の
憲
法
擁
護
宣
誓

は
ど
う
実
施
さ
れ
て
い
る
か

稲
留
議
員

　

憲
法
99
条
、
お
よ
び
地
方
公
務
員

法
31
条
に
関
し
て
憲
法
擁
護
宣
誓
義

務
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
。
本
町
で

は
ど
う
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。

辞
令
交
付
時
に
宣
誓
書
を
読
み

上
げ
、
署
名
押
印
を
行
っ
て
い
る

総
務
課
長

　

職
員
服
務
規
定
に
よ
り
、
新
た
に

職
員
と
な
っ
た
者
は
、
辞
令
交
付
時

に
、
町
長
、
副
町
長
、
総
務
課
長
の

立
ち
合
い
の
も
と
宣
誓
書
を
読
み
上

げ
、
宣
誓
書
に
署
名
押
印
を
行
っ
て

い
る
。

内
容
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か

稲
留
議
員

　

宣
誓
文
書
の
内
容
を
読
ん
で
い
た

だ
き
た
い
。

宣
誓
書
を
読
み
上
げ
る

総
務
課
長

　

宣
誓
書
。
私
は
こ
こ
に
、
主
権
が

国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本

国
憲
法
を
尊
重
し
、
か
つ
擁
護
す
る

こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。
私
は
、
地

方
自
治
の
本
旨
を
帯
す
る
と
と
も
に
、

公
務
を
民
主
的
か
つ
能
力
的
に
運
営

す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体

の
奉
仕
者
と
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に

職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い

ま
す
。
平
成
何
年
何
月
何
日
、
氏
名
、

と
い
う
こ
と
で
印
鑑
を
押
し
て
、
町

長
の
前
で
宣
誓
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

非
正
規
職
員
の
待
遇
は
良
く
な
っ
た
か

時
給
が
上
が
っ
た

稲留　光晴 議員
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26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

正規職員（人）

非正規職員（人）

正規職員・非正規職員の推移

700700 700700

730730

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

時給（円）

非正規職員の時給（円） 2018.9.12現在
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